
群馬県後期高齢者医療広域連合監査委員公表第１号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき、

事務局の定期監査を実施したので、同条第９項の規定により、別紙のとおり

公表する。 

 

平成２２年３月２４日 

 

群馬県後期高齢者医療広域連合   

監査委員 髙 地 康 男   

 

群馬県後期高齢者医療広域連合   

監査委員 田 中 治 男   

 



（ 別 紙 ） 

 

定期監査報告 

 

１ 対象部課 

  事務局 

 

２ 監査の期間 

  平成２２年３月８日から平成２２年３月１９日 

 

３ 監査の方法 

  平成２０年度の財務に関する事務の執行について、歳入・歳出状況等あ

らかじめ提出を求めた監査資料に基づき、関係書類、諸帳簿等を抽出によ

り調査しました。 

  監査にあたっては、財務事務に関する事務が法令に基づき適正かつ効率

的に執行されているかに主眼をおき、実施しました。 

 

４ 監査の結果 

 財務に関する事務の執行については、おおむね適正に執行されていると

認められました。 

  なお、後期高齢者医療制度の開始から、間もなく２年を経過します。制

度施行当初の周知不足による混乱も収まりましたが、引き続き制度広報を

実施していく中で、保健事業の健康診査へ関心を高める等の周知も怠りな

く実施し、健康診査受診率の増加に資すること及び、後期高齢者医療事業

を中心に、事務取扱基準等の見直しを一度実施していただき、不備のある

場合は整備すること等を踏まえ、今後も適切な事務執行を望みます。 

 


